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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う工事及び業務の今後の対応につ

いて（参考送付） 

 

このたび、令和３年９月30日に本県を含む全国の緊急事態宣言が解除されたところですが、宣言

解除後の工事及び業務の対応につきましては、引き続き「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防

止に向けた工事及び業務の今後の対応について」（令和３(2021)年８月26日付け技管第169号）に

よる工事及び業務の一時中止措置等や感染拡大防止対策の適切な実施について周知しておりますの

で、参考に送付します。 

また、施工中の工事等における感染拡大防止措置等につきましては「建設業における新型コロナ

ウイルス感染予防対策ガイドライン（令和２年５月14日（令和３年５月12日改定版））」等を参考

に感染拡大防止対策の徹底をお願いします。 
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